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   佐倉市地域公共交通会議設置要綱 

（設置） 

第１条 本市は、地域における需要に応じた住民の生活に必要な交通手段の確

保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現

に必要となる事項を協議するため、佐倉市地域公共交通会議（以下「交通会議」

という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 交通会議は、道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）の規定に基づき、

次に掲げる事項を協議するものとする。 

（１）地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様、運賃、料金等に関する事

項 

（２）市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項 

（３）交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項 

２ 前項に掲げるもののほか、交通会議は、地域公共交通の活性化及び再生に関

する法律（平成１９年法律第５９号）第６条第１項の規定による地域公共交通

網形成計画（以下「形成計画」という。）の作成及び実施に関する協議並びに

形成計画の実施に係る連絡調整を行うものとする。 

（構成委員） 

第３条 交通会議は、委員２５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者により構成し、市長が委嘱し、又は任命する。 

（１）佐倉市長又はその指名する者 

（２）一般乗合旅客自動車運送事業者の代表者 

（３）一般貸切旅客自動車運送事業者の代表者 

（４）一般乗用旅客自動車運送事業者の代表者 

（５）鉄道事業者の代表者 

（６）一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体の代

表者 

（７）千葉県バス協会の代表者 

（８）千葉県タクシー協会の代表者 

（９）市民 

（１０）国土交通省関東運輸局千葉運輸支局長又はその指名する者 

（１１）千葉県総合企画部交通計画課長又はその指名する者 

（１２）千葉県印旛土木事務所長又はその指名する者 

（１３）佐倉市土木部長 

（１４）佐倉市福祉部長 

（１５）佐倉警察署交通課長 
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（１６）佐倉市社会福祉協議会の代表者 

（１７）学識経験を有する者その他の交通会議の運営上必要と認められる者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年間とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 交通会議に会長及び副会長を置き、会長は委員の互選により定め、副会

長は委員のうちから会長が指名する。 

２ 会長は、会務を総理し、交通会議を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 交通会議の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。 

２ 交通会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 交通会議の議決を要する事項については、出席委員（代理人を含む。）の過

半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

４ 前項の規定にかかわらず、「地域公共交通会議に関する国土交通省としての

考え方について」（平成１８年９月１５日国自旅第１６１号）に定める「地域

公共交通会議の設置及び運営に関するガイドライン」５．（３）地域公共交通

会議における検討プロセスに基づく協議結果は、交通会議の議決があったも

のとする。 

５ 交通会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて

意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

６ 交通会議は、原則として公開とする。 

７ 前各項の規定にかかわらず、会長が軽微な案件であると認めるとき又は会

議を開催する暇がないとき、その他やむを得ない事由があると認めるときは、

書面による協議をもって会議の議決に代えることができる。 

８ 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定

める。 

（協議結果の取扱い） 

第７条 交通会議において協議が調った事項について、関係者は、その結果を尊

重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。 

 （分科会） 

第８条 交通会議は、所掌事務のうち特定の事項を審議させるため、分科会を置

くことができる。 

２ 分科会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。 
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（庶務） 

第９条 交通会議の庶務は、都市計画課において処理する。 

（補則） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、

会長が交通会議に諮って定める。 

   附 則（平成１９年９月１４日決裁１９佐交第６６７号） 

 この要綱は、決裁の日から施行する。 

附 則（平成２４年３月１９日決裁２３佐総第１８３６号）  

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。  

   附 則（平成２６年３月１７日決裁２５佐総第１６９０号）  

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

   附 則（平成２７年３月２５日決裁２６佐計第５０２号） 

  （施行期日） 

１ この要綱は、決裁の日から施行する。 

 （委員の任期の特例） 

２ この要綱の施行の日以後最初に交通会議の委員となる者の任期は、第４条

の規定にかかわらず、平成２８年１月２９日までとする。 

   附 則（平成２８年２月５日決裁２７佐計第４６５号）  

  （施行期日） 

１ この要綱は、決裁の日から施行する。 

 （委員の任期の特例） 

２ この要綱の施行の日以後最初に交通会議の委員となる者の任期は、第４条

の規定にかかわらず、平成３０年１月２９日までとする。 

   附 則（令和２年４月１６日決裁佐計第４４号） 

この要綱は、令和２年５月１日から施行する。 
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佐倉市地域公共交通会議設置要綱の改正について 

 

1. 背景 

本要綱に基づき設置されている佐倉市地域公共交通会議（以下「交通会議」

という。）では、佐倉市コミュニティバスや佐倉市地域公共交通網形成計画

に関する協議を実施して参りました。 

この度、令和２年５月１日に予定されている交通会議の委員改正及び国土

交通省自動車局から発出された通知に伴い、本要綱を改正しました。 

 

2. 対応方針 

（１）会議の議決方法に係る例外規定の創設 

「地域公共交通会議に関する国土交通省としての考え方について」（平成

１８年９月１５日付け国自旅第１６１号）に基づき、地域の移動ニーズに対

応した交通（乗合タクシー等）を適切な役割分担により円滑に導入するため

の検討プロセスの運用に関する文言を追加し、当該検討プロセスに基づく協

議結果は、交通会議の議決があったものとみなすこととします。 

 

（２）委員構成の変更 

 構成委員の一部を変更しました。 

 【追加委員】 

千葉内陸バス株式会社、東洋バス株式会社、志津タクシー有限会社、 

山万株式会社、千葉県総合企画部交通計画課 

 【除外委員】 

佐倉市市民部長、佐倉市教育委員会事務局次長、佐倉市都市部長 

  



新旧対照表（設置要綱） 
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新 旧 

（設置） 

第１条     変更なし 

（所掌事務） 

第２条     変更なし 

（構成委員） 

第３条 交通会議は、委員２５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者により構成し、市長が委嘱し、又は任命

する。 

（１）佐倉市長又はその指名する者 

（２）一般乗合旅客自動車運送事業者の代表者 

（３）一般貸切旅客自動車運送事業者の代表者 

（４）一般乗用旅客自動車運送事業者の代表者 

（５）鉄道事業者の代表者 

（６）一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織す

る団体の代表者 

（７）千葉県バス協会の代表者 

（８）千葉県タクシー協会の代表者 

（９）市民 

（10）国土交通省関東運輸局千葉運輸支局長又はその指名する者 

（11）千葉県総合企画部交通計画課長又はその指名する者 

（12）千葉県印旛土木事務所長又はその指名する者 

（13）佐倉市土木部長 

（14）佐倉市福祉部長 

 

（設置） 

第１条 

（所掌事務） 

第２条 

（構成委員） 

第３条 交通会議は、委員２５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者により構成し、市長が委嘱し、又は任命

する。 

（１）佐倉市長又はその指名する者 

（２）一般乗合旅客自動車運送事業者の代表者 

（３）一般貸切旅客自動車運送事業者の代表者 

（４）一般乗用旅客自動車運送事業者の代表者 

 

（５）一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織す

る団体の代表者 

（６）千葉県バス協会の代表者 

（７）千葉県タクシー協会の代表者 

（８）市民 

（９）国土交通省関東運輸局千葉運輸支局長又はその指名する者 

 

（10）千葉県印旛土木事務所長又はその指定する者 

（11）佐倉市土木部長 

（12）佐倉市福祉部長 

（13）佐倉市都市部長 



新旧対照表（設置要綱） 
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（15）佐倉警察署交通課長  

（16）佐倉市社会福祉協議会の代表者 

（17）学識経験を有する者その他の交通会議の運営上必要と認めら

れる者 

 

（任期）  

第４条       変更なし 

 

（会長及び副会長） 

第５条       変更なし 

 

（会議） 

第６条 交通会議の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長とな

る。 

２ 交通会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くこと

ができない。 

３ 交通会議の議決を要する事項については、出席委員（代理人を

含む。）の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。 

４ 前項の定めに関わらず、「地域公共交通会議に関する国土交通省

としての考え方について」（国自旅第 161 号平成 18 年９月 15 

日）に定める「地域公共交通会議の設置及び運営に関するガイドラ

イン」5.(3)地域公共交通会議における検討プロセスに基づく協議結

果は、地域公共交通会議の議決があったものとする。 

（14）佐倉市市民部長 

（15）佐倉市教育委員会教育次長 

 

（16）佐倉警察署交通課長 

（17）佐倉市社会福祉協議会の代表者 

（18）学識経験を有する者その他の交通会議の運営上必要と認めら

れる者 

 

（任期） （補足） 

第４条  

 

（会長及び副会長） 

第５条 

 

（会議） 

第６条 交通会議の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長とな

る。 

２ 交通会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くこと

ができない。 

３ 交通会議の議決を要する事項については、出席委員（代理人を

含む。）の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決

するところによる。 
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５ 交通会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議

に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

６ 交通会議は、原則として公開とする。 

７ 前各項の規定にかかわらず、会長が軽微な案件であると認める

とき又は会議を開催する暇がないとき、その他やむを得ない事由が

あると認めるときは、書面による協議をもって会議の議決に代える

ことができる。 

８ 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、

会長が別に定める。 

 

（協議結果の取扱い）  （補足） 

第７条       ～  第１０条   変更なし 

４ 交通会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議

に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

５ 交通会議は、原則として公開とする。 

６ 前各項の規定にかかわらず、会長が軽微な案件であると認める

とき又は会議を開催する暇がないとき、その他やむを得ない事由が

あると認めるときは、書面による協議をもって会議の議決に代える

ことができる。 

７ 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、

会長が別に定める。 

 

（協議結果の取扱い）  （補足） 

第７条       ～  第１０条 

 


